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令和元年６月定例会会議録  

 

 令和元年豊郷町議会６月定例会は、令和元年６月５日豊郷町役場内に招集された。  

 

 １、当日の出席議員は次のとおり  

             １ 番    辻 本   勇  

             ２ 番    中 島 政 幸  

             ３ 番    村 岸 善 一  

             ４ 番    高 橋   彰  

             ５ 番    高 橋 直 子  

             ６ 番    北 川 和 利  

             ７ 番    西 澤 博 一  

             ８ 番    鈴 木 勉 市  

             ９ 番    西 澤 清 正  

            １０ 番    佐々木 康 雄  

            １１ 番    河 合   勇  

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり  

               な     し  

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり  

        町 長    伊 藤 定 勉  

        教 育 長    堤   清 司  

        総 務 課 長    北 川 貢 次  

        企 画 振 興 課 長    清 水 純一郎  

        税 務 課 長    中 山 圭 史  

        保 健 福 祉 課 長    森   ちあき  

        医 療 保 険 課 長    西 山 喜代史  

        住 民 生 活 課 長    長谷川 勝 就  

        会 計 管 理 者     小 西 直 美  

        人 権 政 策 課 長    西 山 逸 範  

        地 域 整 備 課 長    山 田 裕 樹  

        産 業 振 興 課 長    山 田 篤 史  
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        上 下 水 道 課 長    森 本 智 宏  

        教 育 次 長    馬 場 貞 子  

        社 会 教 育 課 長    岡 村 浩 孝  

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり  

        議 会 事 務 局 長    山 口 昌 和  

        書 記    久保川 真由美  

 

 ５、提案された議案は次のとおり  

    議第１８号  豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

    議第１９号  専決処分につき承認を求めることについて（豊郷町税条例の一部

を改正する条例）  

    議第２０号  専決処分につき承認を求めることについて（豊郷町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）  

    議第２１号  専決処分につき承認を求めることについて（平成３０年度豊郷町

一般会計補正予算（第１０号））  

    議第２２号  専決処分につき承認を求めることについて（平成３１年度豊郷町

一般会計補正予算（第１号））  

    議第２３号  平成３０年度豊郷町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

    議第２４号  平成３０年度豊郷町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

    議第２５号  豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

の一部を改正する条例案 

    議第２６号  豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例案 

    議第２７号  豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案 

    議第２８号  令和元年度豊郷町一般会計補正予算（第２号） 

    議第２９号  令和元年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

    議第３０号  令和元年度豊郷町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

    議第３１号  令和元年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

    議第３２号  令和元年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号） 

    請願第２号  「消費税増税は中止」の意見書提出を求める請願書 

    発議第２号  議員派遣の件 
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北川議長  定刻より少し早いですけども、これより会議を始めたいと思いますが、会議

を始める前に、町長より挨拶の申し出がありましたので、これを許可いたしま

した。町長、お願いいたします。  

伊藤町長  議長。  

北川議長  町長。  

伊藤町長  皆さん、おはようございます。定例会の貴重な時間の中、このように機会を

与えていただきましてまことにありがとうございます。  

 このたびの町長選挙におきまして、多くの皆さん方のご支持、ご支援をいた

だき、４期目を迎えさせていただくことができましたこと、この場をおかりし

まして町民の皆さん方に心から感謝申し上げ、御礼を申し上げます。  

 私たちがものの豊かさや、生活の利便性を求めてきた物質第一の社会から、

心の豊かさを求め、子供や女性、高齢者や障害のある方など、社会的弱者をは

じめ、町民一人ひとりが安心して暮らせる社会を構築し、また、人口減少社会

の中で、安心して子供を産み育てることができる環境をつくるよう、この１２

年間、各種施策を実施してきたことが評価いただいたものと思っております。

引き続き、皆さん方のご期待、思いをしっかりと受けとめさせていただき、こ

の責任の重大さを痛感するとともに、重責を果たせるよう全力で取り組む決意

を強くいたしております。また、新しく議員になられました辻本議員、高橋直

子議員には心からご当選をお祝い申し上げます。おめでとうございます。豊郷

町の発展のためにご活躍いただきますようご期待を申し上げます。  

 さて、５月から令和時代がスタートいたしました。本町におきましても新時

代の幕開けとともに、１０年間のまちづくりの基本方針である第５次総合戦略

がスタートし、その中で掲げております、「皆でつくるまち」「安心のまち」「元

気なまち」を理念として、「一生青春、みんなで安心、元気なまち」を実現する

よう事業を実施していく所存でございます。具体的に申し上げますと、基本目

標の１つ目の、子育て環境の強みアップでは、高校世代までの医療費の無料化

や、小中学生の給食費の無償化など、従来から評価いただいている事業に加え、

保育士確保による待機児童の解消に向けて、今まで以上に安心して子育ていた

だける町を目指してまいります。  

 ２番目の目標である、全世代参加の地域共生力アップでは、価値観の変化に

伴い希薄化してきたコミュニティの再生を目指して、いま一度お互いさまの精

神を取り戻し、また、６５歳以上は高齢者という概念から抜け出し、一生青春、

一生現役で生活できるよう、各種の施策を行ってまいりたいと思っております。 

 ３つ目の暮らしの安全・安心力アップでは、道路への歩道設置などの交通安
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全対策を充実させるとともに、外出支援としてのすまいるたうんばすや愛のり

タクシーの利便性の向上に努めてまいります。また、地域防災計画の見直しや

防災倉庫の設置など、万一の災害に備えてまいります。  

 ４番の、町の魅力と活力アップにつきましては、着実に知名度を上げてきま

したとよ坊かぼちゃんの生産拡大や、ふるさと納税の返礼品を通じた農業と商

業の振興、また、年々増加している観光客をさらに増加させるため、観光振興

と情報発信に努めてまいります。  

 最後に、５番目の住民直結の行政力アップでは、ＩＣＴやＡＩなどを活用し、

時代の変化に対応しながら住民皆さんの参画できる機会の確保に努め、また、

持続可能な行政運営を推進するため、今年度から行政改革に着手する予定でご

ざいます。  

 さて、役場庁舎改築につきましては南海トラフ地震の発生が、今後３０年間

に８０％の確率といわれており、また、議員の皆さん方の庁舎耐震化増改築整

備検討特別委員会におきましても、役場庁舎の整備促進を図ることを求める決

議をいただいております。また、市町村役場機能緊急保全事業も期間が限られ

ており、この事業の活用、今日まで説明いたしました仮設庁舎の有無と住民負

担の軽減を図るとともに、早期に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。２０４０に向け、国の方では市町村のあり方が議論をされておりますが、

豊郷町といたしましては第５次総合計画に基づき、１０年先を見据えたさまざ

まな施策を実施しながら、町民の皆さんとともに、一歩先行く豊郷町の実現に

邁進してまいりたいと考えております。  

 引き続き、議員の皆さん方にも希望に満ちた豊郷を目指す両輪として、とも

に手を携え、地方創生の取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、

ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げまして、私の一端を述べさせていた

だきました。どうもありがとうございます。  

北川議長  町長、ありがとうございました。  

 これより、令和元年６月第２回豊郷町議会定例会を開会いたします。  

 ただいまの出席議員は１１名で、会議開会定足数に達しております。よって、

令和元年第２回定例会は成立いたしました。 

 本日の会議を開きます。 

 （午前９時０３分） 

 最初に留意事項をご説明いたします。会議規則に基づき規則を遵守願います。

お手元の携帯電話等の電源をお切りになるか、あるいはマナーモードに切りか

えていただきますようお願いいたします。また、会議中はみだりに発言し、騒
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ぎ、その他議事の妨害となる言動を慎んでくださるようお願いいたします。な

お、採決の際はみだりに離席をしないようお願いいたします。会議規則の規定

を尊重し、円滑なる議会の運営にご協力のほど、お願いいたします。 

 日程第１、議席の変更を行います。 

 今回、新たに当選された高橋直子君ならびに辻本勇君の議席に伴い、会議規

則第４条第３項の規定により議席を変更いたします。変更した議席はお手元に

配付しました議席表のとおりとし、現在着席されているとおりでございます。 

 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、辻本勇君、２

番、中島政幸君を指名いたします。 

 日程第３、会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から６月１７日までの１３日間といたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

北川議長  ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月１７日までの１３日間

と決しました。 

 日程第４、諸般の報告を行います。監査委員から地方自治法第２３５条の２、

第３項の規定により、平成３１年２月から平成３１年４月分の現金出納検査結

果ならびに定期監査報告が議会に提出されておりますから、ご了承願います。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規定により、本定例会の説明員として、

お手元に配付の文書のとおりあらかじめ出席を求めておきましたので、ご了承

願います。 

 日程第５、諸般の報告を行います。今回新たに当選された高橋直子君を、委

員会条例第７条第４項の規定により、予算決算常任委員会、文教民生常任委員

会及び改良住宅境界線工事等に関する特別委員会委員に、辻本勇君を予算決算

常任委員会、総務産業建設常任委員会及び改良住宅境界線工事等に関する特別

委員会委員に指名をいたしましたので、ご了承願います。 

 日程第６、諸般の報告として議長公務、一部事務組合議会報告を行います。

議長公務としての報告事項ならびに一部事務組合議会の結果報告が提出されて

います。お手元に配布されておるとおりですので。ご了承ください。 

 日程第７、諸般の報告として委員会報告を行います。議会広報常任委員会の

報告を願います。村岸議会広報常任委員会委員長、報告願います。 

村岸議会広報 
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常任委員長  議長。 

北川議長  村岸委員長。 

村岸議会広報 

常任委員長  皆さん、おはようございます。それでは、議会広報常任委員会報告をいたし

ます。 

 平成３１年３月２８日、滋賀県町村議会議長会主催の第４２回地方議会広報

研修会に参加いたしました。「読者目線で親切な広報誌をつくるには」と題

し、１、編集体制として、取材から編集まで議員が参画する編集体制になって

いるか、また、住民の声を編集に反映させるための工夫ができているか、２、

企画編集としまして、記事内容、配置、流れ、情報量が住民ニーズと合致して

いるか、また、住民にわかりやすく伝わる内容が適切に掲載されているか、３、

編集、デザインとして議会活動への関心を高めるコンテンツが充実し、また、

読者の目を引く表紙デザインとなっているか、トップ記事がインパクトのある

編集になっているか、読みやすい紙面、レイアウトになっているかなどについ

て講演があり、その後、議会だより第７５号の表紙からページごとにクリニッ

クを受けました。今回の研修を、今後の広報活動に生かしていきたいと思いま

す。 

 次に、平成３１年３月１３日に第１回目の議会広報常任委員会を開催し、議

会だより第７７号の発行日や今後の日程調整を行い、３月２８日に第２回目の

広報委員会を開催し、表紙の写真、校正、裏表紙等の役割分担を決めました。 

 ４月９日に第３回目の広報委員会を開催し、一般質問や議決等への内容確認

を行いました。 

 ４月１５日に第４回目の広報委員会を開催し、記事のレイアウトの確認や表

紙の写真、記事と写真の整合性、タイトルと文章のつながりや誤字・脱字のチ

ェックを行いました。 

 ４月２２日に第５回目の広報委員会を開催し、ページごとに最終チェックを

行い、次号の役割分担等を行いました。また、今回寄稿いただきました雨降野

の北川乙彦様にはご協力いただき、まことにありがとうございます。厚くお礼

を申し上げます。 

 以上で、議会広報常任委員会報告を終わります。 

北川議長  ご苦労さまでした。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 日程第８、議第１８号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについ

てを議題といたします。 
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 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。 

伊藤町長  提案説明の前に一言御礼を申し上げます。 

 本日、令和元年第２回豊郷町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様方には公私何かとご多用の中ご参集を賜り、心より厚く御礼を申し上げま

す。また、皆さん方には平素より本町の行政運営に対しまして、格別のご配慮

を賜っておりますことに対しましても、重ねて厚く御礼申し上げます。 

 さて、今期定例会には同意案件１件、条例改正案件５件、平成３０年度豊郷

町一般会計補正予算、平成３１年度豊郷町一般会計補正予算ならびに令和元年

度豊郷町一般会計補正予算、また各特別会計及び事業会計補正予算案件７件、

その他案件２件の計１５件の議案を提案させていただいております。 

 それでは、議第１８号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについ

て、ご説明申し上げます。 

 豊郷町監査委員のうち、識見の、豊郷町大字八町９５０番地、平塚誠監査委

員には、精力的に監査事務に取り組んでいただき、適切なご指導を賜ってきた

ところでありますが、今般、任期満了となり、今後も監査委員としてご指導賜

りたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会への同意を求めるも

のでございます。なお、任期につきましては地方自治法第１９７条に基づき、

選任の日から４年間であります。ご同意のほど、よろしくお願い申し上げます。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、議第１８号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、議第１８号豊郷町監査委員の選任につき同意を求めることについ

てを採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

北川議長  全員起立であります。よって、議第１８号は原案どおり同意されました。 

 日程第９、議第１９号専決処分につき承認を求めることについて（豊郷町税

条例の一部を改正する条例）および日程第１０、議第２０号専決処分につき承
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認を求めることについて（豊郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

を一括議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。 

伊藤町長  議第１９号ならびに議第２０号の専決処分につき承認を求めることについて、

一括してご説明申し上げます。 

 まず、議第１９号専決処分につき承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。今回の改正は、平成３１年３月２９日に公布されました地方税法の一

部を改正する法律が４月１日から施行されることに伴い、豊郷町税条例の一部

を改正したものであります。主な改正内容といたしましては、ふるさと納税制

度の見直しに伴う寄附金税額控除、個人町民税の住宅特別借入金等、特別税額

控除の控除期間を拡充、軽自動車税のグリーン化特例に伴う改正であり、それ

に伴う関係条文の修正となっております。 

 次に、議第２０号専決処分につき承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。今回の改正は、平成３１年３月２９日に公布されました、地方税法等

の一部を改正する法律が４月１日から施行されることに伴い、豊郷町国民健康

保険税条例の一部を改正したものであります。 

 主な改正内容といたしましては、国民健康保険税医療分の基礎課税額に係る

課税限度額を、現行５８万円から６１万円に引き上げ、また、国民健康保険税

の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減額を引き上げる改正でござい

ます。いずれも平成３１年４月１日施行であることから、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分いたしましたので、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。 

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは、議案第１９号について質疑をいたします。税制が変わったという

ことで、国に準じてということの説明を受けていますけれども、ふるさと納税

についてなんですけれども、今、昨今ね、いろんな話題を呼んでいます。豊郷

町ももちろんこのふるさと納税には加わっているんですけれども、ふるさと納

税そのものについての市町村議会の反応等はどうなんでしょうか。そして私た

ちの町の場合、この税制が変わることによってどのくらいの人数の方が影響を

与えられるのかなどについて、説明をお願いします。 
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 すみません、市町村云々というのがちょっと、私の説明不足かもしれません

けれども、この制度は、本来は寄附行為が自主的に、大都会から地方に分散さ

れるようにというのが趣旨だったと思うんですけれども、今やもう合戦になっ

ていますよね。どのようなものを配るかとかいうのが今混乱をもたらしていま

すけれども、市町村会などでこの制度そのものを見直すべきじゃないかとか、

そういう論議があるのかどうかなどについて説明をお願いします。 

伊藤町長  議長。  

北川議長  町長。  

伊藤町長  ふるさと納税制度について、市町村会で議論があるかないかというお尋ねだ

と思うんですが、この制度は、要するにふるさとへの思いを託して寄附をする。

この控除が１万円で２ ,０００円ですか、そういう形のものがあります。これは

大体３割を限度として、皆さんルールを守ってくださいよという形でされまし

た。しかし、金さえ、寄附さえ集めたらよいという自治体があって、今日混乱

をしているところでございます。これは幅広く、やっぱりそれぞれ、都会から

田舎へ、１つのそういう思いを持っていただいて寄附していただくというの

は１つの方法かなと思いますし、特に町村の場合はそういう思いが強く、ルー

ルを守ってやりましょうということは、これは何回も、全国町村長が寄ったと

きに、皆さんに、ルールを守りましょうということをされているんですけど、

もうテレビでご存じのように１００億円還元セールとか、アマゾンのポイント

つきとか、いろいろなことをされております。これはやはりしっかりとルール

を守って、そしてそのルールに基づいて、特にそういう町村の支援をしたいと

いうことをしていただくのが一番いいかなとは思っております。なかなか、交

付税だけでは満遍なく町村の方には回ってきませんので、そういう制度で、豊

郷町もしっかり対応はさせていただいておりますし、今後もこういうルールの

もとにやるというのが制度ですから、今後も守ってやっていきたいと思ってお

ります。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは再質疑をさせていただきます。  

 先ほど返答がなかったんですけれども、このふるさと納税制度、町民も、う

ちの町じゃなくて、よそにね、寄附している方もおられるとは思うんですけれ

ども、そういう人の割合とか、そしてこれが変わることによって、どのように
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町民は受けとめていくのだろうなというのが疑問ですので、よろしくお願いい

たします。  

企画振興課長  議長。  

北川議長  企画振興課長。  

企画振興課長  それでは、５番、高橋議員のご質疑にお答えをいたします。  

 今年度の住民税のふるさと納税分に係る控除ですけれども、人数でいきます

と９６人で、５００万円ほどの寄附をされておられます。影響としましては、

ご承知のとおり４つほど、全国でできない自治体ができましたので、それ以外

のところにされるか、やめはるか、それはもう個人の判断やと思いますので、

あまり大きな影響はないと考えております。 

 以上です。 

北川議長  高橋議員、再々質疑は。  

高橋直子議員  ありません。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

鈴木議員  議長。  

北川議長  鈴木議員。  

鈴木議員  議第１９号の専決処分につき承認を求めることにつきましては、この専決処

分によって、数字で、専決処分したことによって町内にどのような影響がある

のか説明をお願いしたい。それから２０号につきましては、制限額が５８万円

から６１万円、それから軽減世帯が引き上げられたということですので、具体

的に５８万円から６１万円に引き上げられたことで、この対象者が何人おられ

たのかということだけお答えをお願いします。  

税務課長  議長。  

北川議長  中山税務課長。  

税務課長  鈴木議員の質疑についてお答えさせていただきます。  

 地方税法の、先ほどの１９号の一部を改正する条例の影響なんですが、ふる

さと納税に伴いましては先ほどご説明された影響が出てくると思います。あと、

大きなところでいいますと住宅ローン控除、町内の方で受けておられる方がい

るんですが、全体で約、前年度であれば３０名の方が受けておられます。今年

度も同様な形で受けられますと、１０月１日以降から受けられる方は、消費税

増税に伴う改正に伴っていますので、こちらの方が、１０年間の延長から１３

年に延びますので、そちらの方で控除額が大きくなるという影響が出てくると

思います。あともう１つ、軽自動車税のグリーン化特例に関する影響があるん

ですが、こちらの大幅な影響は１０月１日以降の条例改正で影響が出ると思う
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んですが、今年度の軽自動車税につきましては期間の延長ということになって

おりまして、２年間の期間延長を延ばしただけになっておりますので、またこ

れ、エコカー減税で、特例で貨物自動車の方だけですので、町内で調べました

ところ、５台の方に影響があるんですが、税額に関しては影響が全くございま

せんので、報告させていただきます。  

 もう１つのご質問の、国民健康保険税の条例の関係なんですが、５８万円か

ら６１万円への限度超過額に影響がある方が９名おられますので、そちらの方

に影響が出ると思います。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

議  員  なし。  

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  

 これより議第１９号の討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。 

北川議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。  

 これより、議第１９号専決処分につき承認を求めることについて（豊郷町税

条例の一部を改正する条例）を採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

北川議長  全員起立であります。よって、議第１９号は承認することに決定いたしまし

た。 

 これより、議第２０号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。  

 これより、議第２０号専決処分につき承認を求めることについて（豊郷町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）を採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

北川議長  全員起立であります。よって、議第２０号は承認することに決定いたしまし

た。 

 日程第１１、議第２１号専決処分につき承認を求めることについて、（平

成３０年度豊郷町一般会計補正予算（第１０号））を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。  
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伊藤町長  議第２１号、専決処分につき承認を求めることについて、ご説明申し上げま

す。専決処分いたしましたのは、平成３０年度豊郷町一般会計補正予算（第１０

号）についてで、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０５

万３,０００円を減額し、歳入歳出予算総額を４５億３,５４０万９,０００円と

するものでございます。歳入では地方贈与税１０万８,０００円、利子割交付

金３３万２,０００円、地方消費税交付金７８３万６,０００円、自動車取得税

交付金１２５万５,０００円、地方交付税４,２０７万７,０００円を追加し、配

当割交付金７万６,０００円、株式等譲渡所得割交付金６７万９,０００円、繰

入金５,６９０万６,０００円を減額するものであります。 

 次に歳出では、総務費４０２万１ ,０００円を追加し、教育費１ ,００７

万４,０００円を減額するものであります。補正予算の主な内容を申し上げます

と、歳入では６ページ、款２地方贈与税から款７自動車取得税交付金につきま

しては、平成３０年度各交付金と実績額に伴う増額及び減額について専決処分

をいたしました。 

 次に歳出では、９ページ、款２総務費、項１総務管理費、目５３公共施設等

総合管理基金費は４０２万１,０００円を増額して基金に積み立てるものであ

ります。また、款１０教育費、項５社会教育費、目８豊栄のさと施設費の節１５

工事請負費１,００７万４,０００円の減額は、駐車場拡張工事の執行残による

ものであります。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしましたので、

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  はい、５番。 

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは議案第２１号について質疑をさせていただきます。まず、６ページ

の款４、項１配当割交付金についてですけれども、事前にお伺いしたところ、

株式に応じて国から返してもらうという説明を受けたんですけれども、この制

度そのものの概要と、それから、これは減っているということは想定外だった

のか、それともこんなものなのか質問します。 

 それから８ページ、この繰入金の説明が、財政調整基金繰入金に入れなくて

済んだという説明ですけれども、豊栄のさとの駐車場関係のことかなと想定し

ていますけれども、同じく、この次のページにあります豊栄のさと施設費の中

の駐車場関係だと思います。工事請負費、これは１,００７万４,０００円減額

となっていますけれども、第２期工事の分だとお聞きしています。この減額に
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なった背景、まず、業者が１期目と違うらしいんです。で、昨日の時点で業者

名がわからなかったので業者名、それから落札率、１期、２期合わせてあの駐

車場についてはどのくらい、見込みと結果がどのように違ってきたのかなどの

説明をお願いします。 

 以上です。 

総務課長  議長。  

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  皆さん、おはようございます。それでは、高橋直子議員のご質疑にお答えを

したいと思います。  

 まず６ページ、配当割交付金の関係でございますが、配当割交付金と申しま

すのは、株式等の配当に応じて納められた税額をもとに市町村に交付されるも

のでございます。ですから当初予算から今回７万６ ,０００円の減額となってお

りますが、これは全て当初予算の部分で、また、今回の実績額に基づきますの

も、全て国からの通知によるものでございまして、最終、３月２５日の通知に

より確定したことから減額をしたものでございます。  

 また、繰入金につきましてでございます。繰入金につきましては先ほどおっ

しゃっていただきましたように基金からの取り崩しをした中等で賄った部分も

ございますし、いわゆる繰入金を入れずに済んだということでございます。工

事の内容につきましては担当課長の方から説明をさせていただきます。  

 以上でございます。  

社会教育課長  議長。  

北川議長  岡村社会教育課長。  

社会教育課長  高橋議員のご質疑にお答えをいたします。  

 第１期工事につきましては、落札業者は丸橋建設の豊郷営業所になります。

落札額については３ ,３００万円であります。続きまして第２期工事の落札業者

につきましては彦根道路株式会社、豊郷営業所となります。落札額は２ ,２８０

万円で、約６９ .５％であります。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。 

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは工事請負費についてお尋ねします。パーセントを聞いて、６９.５と

いうのは、私の記憶する限り低い率だなと思うんですけれども、昨今こうい

う、７０％までの工事の、競争でね、お仕事をしていただけた例があるのかど
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うか。１,００７万も要らなかったいうのは、町民にとってはとてもうれしいこ

とだと思うんです。そのことで、丸橋さんのパーセントをもう一度お願いいた

しますね。これを総合計したら、この駐車場に工事費だけで５,５８０万円かか

ったと、こういう認識でよろしいでしょうか。 

社会教育課長  議長。  

北川議長  岡村社会教育課長。  

社会教育課長  高橋議員の再質疑にお答えいたします。  

 第１期工事の落札率については、今のところ手元に資料がございませんので、

わかりません。６９％という落札率につきましては工事業者の努力だと思って

おります。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  

 これより、議第２１号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。  

 これより、議第２１号専決処分につき承認を求めることについて（平成３０

年度豊郷町一般会計補正予算（第１０号））を採決いたします。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

北川議長  全員起立であります。よって、議第２１号は承認することに決定いたしまし

た。 

 日程第１２、議第２２号専決処分につき承認を求めることについて、（平

成３１年度豊郷町一般会計補正予算（第１号））を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。  

伊藤町長  議第２２号、専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。

専決処分いたしました平成３１年度豊郷町一般会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９２１万６,０００

円を追加し、歳入歳出予算総額を４５億９２１万６,０００円とするものでござ

います。歳入では繰入金９２１万６,０００円を追加するものであります。次に

歳出では民生費９２１万６,０００円を追加するものであります。 
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 補正予算の主な内容を申し上げますと、歳入では５ページ、款１７繰入金、

項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金９２１万６,０００円は財政調整基金

からの繰り入れであります。 

 次に歳出では６ページ、款３民生費、項２児童福祉費、目３愛里保育園施設

費９２１万６,０００円は保育士に係る人材派遣委託料であります。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしましたので、

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは、第２２号議案について質疑をいたします。  

 ６ページです。保育士人材派遣委託料とあります。二人の保育士を雇うとい

う見込みの予算ですけれども、トータルで９２１万６ ,０００円といいますと、

私も現場にいましたけれども、とても高いというか、総合計がこれやと思うん

ですけれども、聞き取りに行きましたら、大体１９万円から２０万円ぐらいの

月給で雇うという見込みなんですけれども、その差額が全部この業者にいくと

いうこと、委託先にメリットとしていくということなんでしょうか。  

 そして現在、現時点、この予算を目当てに努力なさっていると思うんですけ

れども、どんな見通しかというのと、それから、園も今まで勤めていただいた

方とかに一生懸命声をかけてくださっていると思うんですけれども、何人ぐら

いに当たって何人ぐらいがアウトだったんだという現実を、やっぱり私たちは

知っていくべきだと思いますので、答弁をよろしくお願いします。  

教育次長  議長。  

北川議長  馬場教育次長。  

教育次長  それでは、高橋議員のご質疑にお答えをさせていただきます。  

 議員がおっしゃるように人件費２人というので、９２１万６ ,０００円は高い

のではないかということなんですけれども、こちらにつきましては人件費のみ

ではなくて、派遣していただいた紹介手数料というものも含んでおりますので、

そのあたりをご理解いただきたいと思います。  

 それと、今後の見通しということなんですけれども、そちらにつきましては

各園とも保育士の確保に向けて努力をしているところでございますので、しか

しながら今現在人員が確保できていないということが現実でございます。  

 あと、人数につきましては園の方に確認してみないとわかりませんので、予

算委員会のときにでも回答させていただきたいと思います。  
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北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

鈴木議員  議長。  

北川議長  鈴木議員。  

鈴木議員  議第２２号専決処分につき承認を求めることについて質疑をいたします。  

 この件につきましては全協でもさまざまな議論がありました。現状でまだ保

育士が確保できていないと、努力はされているがなかなか難しいということだ

ったんですが、それはそれとしまして、もう１つは、基本的には、この際保育

士を探すというのではなしに、保育士をどう育てていくかという抜本的な町と

しての対策を今後考えていく必要があるんじゃないかというふうに思うんです

が、今日の議題ではありませんが、これはこうといたしましても、これだけの

措置をしてもまだ見つからないというのが率直な実情ですので、抜本的な対策

を今後検討していく必要があるのではないかと思うんですが、その点だけちょ

っとお考えをお聞きしておきたい。  

教 育 長  議長。  

北川議長  堤教育長。  

教 育 長  ただいまの鈴木議員さんの質疑の件についてお答えいたします。  

 今後、どういうふうに育てていくかというのは確かに大きな問題であると、

課題であると私自身も捉えております。今年度、園長に神辺、そして副園長に、

今までそこで、長年園長をしてきた者を副園長に据えて、これから新しい新任

の保育士が来ますので、その育成も兼ねて指導していくというとこら辺は１つ

の一端になるんかなということを私自身思っております。  

 若い女性の先生が多い中で、いろいろと産育休もとられる、その中で恒常的

に保育士を確保していく、そのためには保育士の資質の向上も踏まえて研修、

あるいは働きやすい職場というとこら辺も今後取り組んでいきたいと、こうい

うふうに考えております。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

北川議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 これより、議第２２号の討論を行います。討論はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。  

 これより、議第２２号専決処分につき承認を求めることについて（平成３１

年度豊郷町一般会計補正予算（第１号））を採決いたします。  
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 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

北川議長  全員起立であります。よって、議第２２号は承認することに決定いたしまし

た。 

 日程第１３、議第２３号平成３０年度豊郷町一般会計繰越明許費繰越計算書

について及び日程第１４、議第２４号平成３０年度豊郷町下水道事業特別会計

繰越明許費繰越計算書についてを一括議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。  

伊藤町長  議第２３号平成３０年度豊郷町一般会計繰越明許費繰越計算書についてなら

びに議第２４号平成３０年度豊郷町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

についてご説明申し上げます。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成３０年度豊郷町一般会計の

うち、繰越計算 書に 記載の経営体育 成支 援融資主体型事 業３ ,３８７

万５,０００円、担い手確保経営強化支援事業１,０６９万２,０００円、公営住

宅管理事業費８６２万２,０００円を令和元年度に繰り越しましたので、地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定によりご報告いたします。 

 また、議第２４号平成３０年度豊郷町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書につきましては、平成３０年度豊郷町下水道事業特別会計のうち、繰越計

算書に記載の下水道建設事業費８４７万円を令和元年度に繰り越しましたので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、ご報告いたします。 

北川議長  これで報告は終わりました。  

 これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。 

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは第２３号について質疑をいたします。経営体育成支援融資主体型事

業及び担い手確保経営強化支援事業、この２つについて、事業の説明と、繰り

越しをしなければならなかった背景を説明してください。それから公営住宅管

理事業費につきまして、８６２万２,０００円上がっていますけれども、どのよ

うな内容を考えておられるのか説明をしてください。 

 それから第２４号です。下水道建設事業費が未収入として４２３万５,０００

円上がっていますけれども、これの説明をお願いいたします。 

産業振興課長  議長。 



1 － 18 

北川議長  山田産業振興課長。  

産業振興課長  高橋議員の質疑にお答えさせていただきます。  

 まず経営体育成支援事業、融資主体型事業の事業内容につきましては、９月

に台風２１号がありまして、この被害を受けた方々に対する支援事業でござい

ます。繰り越し理由につきましては、ご存じのとおり、この台風２１号、滋賀

県はもとより近畿全体で被害がありました。この事業で、豊郷はパイプハウス

の修繕等が多かったんですけれども、資材がなかなか入ってこないということ

で、まだ修繕が終わっていないところもたくさんありましたので、繰り越しを

させていただきました。 

 そして、担い手確保経営強化支援事業の事業内容につきましては、認定農業

者の方で機械を購入する場合に限って２分の１の補助の事業でございます。繰

り越し理由につきましては、国の３０年度の追加補正でありまして、事業が、

この予算の確定したのが３月の議会で承認していただいて、そこから交付申請

なりを行うことになりましたので、事業が、この３０年度に終わらないという

ことでありましたので、繰り越しをさせていただいたということです。 

 以上です。 

人権政策課長  議長。 

北川議長  西山人権政策課長。  

人権政策課長  高橋議員の質疑にお答えさせていただきます。  

 住宅費８６２万２,０００円につきましては公営住宅、宮ノ西２４戸、佃１０

戸、大溝２５戸、計５９戸のブレーカー増設工事に伴うものでございます。 

 以上です。 

上下水道課長  議長。 

北川議長  森本上下水道課長。  

上下水道課長  それでは高橋議員のご質疑にお答えをいたします。  

 特定財源の未収入については、財源は何かということをお聞きいただいてお

りましたので、これにつきましては繰り越した事業費の２分の１の国庫補助金

になります。 

 以上でございます。 

高橋直子議員  議長。 

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは第２３号について質疑します。今、具体的に説明があったんですけ

れども、町民にとっては、こういうことはとても支援してほしいということで、

喉から、とにかく大変喜ばしい事業かと思うんですけれども、認定農家への補助
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となっていますけれども、小規模で、一生懸命家族経営でやっておられる方とか、

そういう方には、これに準ずるような事業があるんでしょうか。  

 それから、申請された方は皆さん受け付けていただけているのかどうか、そ

れをお願いします。何件ぐらいとか、件数とかをお願いします。  

産業振興課長  議長。 

北川議長  山田産業振興課長。  

産業振興課長  高橋議員の再質疑にお答えさせていただきます。  

 まず、小規模の農業者の方に、このような支援事業はないのかということで

すけども、今のところ小規模の方にはこのような事業の補助はございません。

また、受付件数ですけれども、担い手確保に関しましては６件の申請がありま

して、２件採択されたということです。 

 以上です。 

北川議長  ほかにありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは再々質疑をさせていただきます。  

 ６件中２件がこの事業に参加するということなんですけれども、後の４件は

何かこう、審査基準があって、それに受け入れてもらえなかったのかどうかと

いうのと、先ほど担い手の方も、何件ぐらいというのが抜けていましたので、

お願いします。 

産業振興課長  議長。 

北川議長  山田産業振興課長。  

産業振興課長  まず、件数の方なんですけども、認定農業者の件数につきましては現在１７

件で、法人が８件、個人が９件でございます。あと、どういう基準で採択され

たかということなんですけども、まず、要望に基づいてポイントを、この機械

を導入した場合にどういう効果が出るのかというポイントがありまして、その

ポイントによって点数基準があって、そこで採択されるということでございま

す。  

 以上です。  

高橋直子議員  担い手確保の方は何件ぐらいを想定しているのか。 

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

河合議員  担い手、聞いたやろ。６人あって４人が採択されなかったわけやんか。要望

に基づくポイントやったんやろ。担い手やで。  

高橋直子議員  事業は同じなんでしょうか。これ。  
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河合議員  違うがな。  

高橋直子議員  違うでしょ。何件とか答えはりましたか。  

産業振興課長  あの、言っててくれはるのは経営体育成支援事業と担い手確保の支援事業の

件数を聞いてくれはるんですか。  

高橋直子議員  いえ、項目別々じゃないんですか、これ。  

産業振興課長  はい。経営体育成支援事業いうのは台風２１号の被害があった農家の方への

支援事業で、担い手確保については農機具の購入に関する事業でございます。  

北川議長  何件あったか言ってくれ。  

河合議員  わしが言うのもなんやけどな、６人申し込みあったやろ。  

産業振興課長  はい。  

河合議員  ２人しか採択されなかったんやろ。  

産業振興課長  はい。  

河合議員  その４人はなぜかって聞いてるわけや。  

産業振興課長  今の、さっき言ったポイントによって、２件の人は基準があって、それに採

択されたということで、４件については基準以下であったので採択されなかっ

たということ。  

北川議長  その基準は何やったんやということ。  

高橋直子議員  議長、よろしいですか。再々は終わりましたけれども、担い手確保経営強化

支援事業は、これは何件ぐらい見込んでいるんだとか、そういうことを。  

産業振興課長  これが６件の申し込みが、申請があって、２件の採択があったということで

す。  

高橋直子議員  はい、わかりました。また聞かしてください。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

議  員  なし。  

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  

 以上で、議第２３号及び議第２４号の報告を終了いたしました。  

 日程第１５、議第２５号豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する改正案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。  

伊藤町長  議第２５号、豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。 

 このたびの本町職員の豊栄のさと駐車場拡張工事に係る不適切な事務処理に
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対し、地方公務員法に基づく厳重な処分を科したところです。 

 これまで地方公務員としての規律、法令の厳守を注意してきたにもかかわら

ず、このような町民の信頼を損なうような事例が生じ、大変遺憾に感じている

ところでございます。今回、教育長には本町の教育をあずかる者として自分自

身を厳しく律し、姿勢を正し、常に町民の付託に応える運営に努めていくため、

給与について１０分の１を１カ月間減ずる処分を科するため改正するものであ

ります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは質疑をさせていただきます。  

 私も昨日、てんまつ書なるものが出ていることを知り、あるのは知ってたん

ですけど、全て読んだのが昨日でして、その経過を見ている中で、そもそも設

計、工事請負などなどをやる時点で地盤改良しなければいけないということは

わからなかったのかというのがとても素朴な疑問です。１つそれを教えてくだ

さい。  

 そして、経緯をずっとたどっていきますと、結局、職員がよろしくない行為

をしたということなんですけれども、その文書の中には、やはり風通しのいい、

課長、教育長、町長という感じで相談するとか、そういうのがちょっと足りな

かったのかなというような表現もありました。  

 今、委員会で聞いたときに、説明で聞いたときに、職員の方はちゃんとした

審査会を開いて結論に至っているんですけれども、教育長については町長の判

断であったということなんです。１点、これで教えていただきたいのが、教育

長からの申し入れがあって、町長がそうしなさいということになったのか、町

長から教育長にそうしなさいとなったのか教えてください。  

 そして、この１０分の１というのは、今までの経験、あまり教育長がこうい

う処分を受けた記憶は私はないんですけれども、重さとしてはどんなものなん

でしょうか。そして職員の場合は、報道に大きく、大きくいうんか、ほとんど

の報道で町民の知ることになってますけれども、教育長がこういう処分を受け

た場合には報道に知らせて、そういうことが知れ渡ることになるんでしょうか、

教えてください。  

総務課長  議長。  

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  高橋直子議員のご質疑にお答えしたいと思います。  
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 教育長の処分につきましては、これは教育長、町長とのそれぞれのご判断で

決まったものだと考えておるところでございます。また、重さについてでござ

いますけれども、その後、私もその内容についてお聞きしたときに、弁護士の

先生にお問い合わせをさせていただいたところ、この処分、この判断が妥当で

はないのか、あらゆる、いろいろなほかの事例を見ても、その判断が妥当では

ないのかというお声をいただいたところでございます。  

 また、広報等につきましては、この議会で議決をいただきましたら、また考

えていきたいと思っているところでございます。  

 以上でございます。  

教 育 長  議長。  

北川議長  教育長。  

教 育 長  ただいまの高橋議員さんの質疑にお答えいたしたいと思います。  

 まず、最初の設計段階で土壌改良が見通せてなかったのかということですが、

当初の段階では見通せていませんでした。進めていく中で明らかになった事実

であります。  

 もう１つは風通しのよいということで、確かに報告・連絡・相談が十分にで

きていなかったという反省のもとに、それ以降、週１回連絡をとるように、課

内でも連絡をとるようにしております。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは再質疑をさせていただきます。先ほど、それぞれ、町長と教育長で

相談なさった結果だろうというこということなんですけれども、やはり町民と

しては、町長は、これについてはどう思っているんだろうなというのを知りた

いと思うんですよ。だから町長が教育長に命令、命令というか「どうだ」とお

っしゃったのか、教育長から、私の不徳の致すところということでおっしゃっ

たのか、それはどちらかというのを聞かしてください。  

 そして、報道については同じような扱いをするのかどうか、また、地盤改良

が必要だろうということは、当初、初めからわからなかったんだということな

んですけれども、田んぼからそういうかさ上げをして、田んぼはじゅるいとい

うのは相場的にありますし、この設計業者が設計する時点、また工事請負業者

がそれを、入札の仕様書などで確認するときに、これは、この田んぼはという

ことで気づくんじゃないかと思うんですけれども、現地を見たりして仕様書を
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つくって、そしてその仕様書をもとに入札行為をなさるんですから、これがほ

んとうにわかりませんので、見通しがなかっただけで済んでいいのかなと思い

ます。よろしくお願いします。  

伊藤町長  議長。  

北川議長  町長。  

伊藤町長  それでは高橋議員の再質疑にお答えいたします。  

 それぞれ、委員会の中でも、教育長の方、自ら、自分を厳しく律しますとい

うことで皆さん方にお答えしていたとおりでございますし、特にこの６月議会

を迎えるに当たり教育長の方から申し入れがありました。そして相当、自分も

責任を持つということで、相当な重い処分を考えておられましたが、しっかり

そこらは弁護士に聞いて、適正な内容にしてもらいたいということで、総務課

長の方から弁護士に一応、こうこうこういうて、弁護士さんの方は職員の処分

については、ずっと懲戒審査会の長を張っていただいておりますので、状況は

わかっていただいておりますので、その状況の中で１０％、１カ月という結論

を得たのであります。  

 それと、要するに秋、取り入れてから即かかれば、締め固めでいける可能性

もあったと思うんですが、工事が遅れたということもありまして、ただ、かか

ってからでも、もし土壌改良があれば、しっかりまた、追加工事というものが

ありますから、その追加工事の連絡がないままに勝手にいっていたというのが

実情でありますので、そこらは十分ご理解をいただきたいと思います。  

 以上です。  

総務課長  議長。  

北川議長  総務課長。  

総務課長  高橋直子議員の再質疑にお答えしたいと思います。  

 広報につきましてでございますが、職員同様記者発表をしていく予定はして

おりますけど、条例改正の議決をいただきましたら、また広報については記者

発表する、職員同様の記者発表をする予定をしておるところでございます。  

 以上です。  

社会教育課長  議長。  

北川議長  岡村社会教育課長。  

社会教育課長  高橋議員の再質疑にお答えします。当初につきましては、工事後数年間をお

いて、締め固めて駐車場にするという予定でありましたが、工事を進めていく

上で軟弱な土壌やということで、改良をしなければならないというふうな判断

がされたと思っております。  
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 以上です。  

北川議長  ほかに。  

高橋彰議員  議長。  

北川議長  高橋彰議員。  

高橋彰議員  それでは、２５号に対して１点だけ質疑を行いたいと思います。  

 全協でもいただいた資料で、当時の社会教育課長は係長に降格ならびに停

職１カ月ということで新聞等に出ていると思いますし、ただいま、教育長の方

が１０分の１減給１カ月という形で条例案が出てまいりました。  

 教育委員会の構図といいますか、職員体制を見ますと、教育長の下に社会教

育課長がいるわけではないと思います。当然、次長という重要なポストがあり

ます。その人に対する処分、訓告なのか厳重注意なのか、口頭注意なのかはわ

かりませんけども、それが懲戒委員会等に諮られたのかどうかという点だけお

答えを願いたいと思います。  

総務課長  議長。  

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  高橋彰議員の質疑にお答えをしたいと思います。先ほどおっしゃっていただ

きました教育次長に関しましては、教育委員会規則の中の教育委員会を掌理す

るという部分にもございますように、この当時の教育次長にも訓告処分を科し

たところでございます。  

 以上であります。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

鈴木議員  議長。  

北川議長  鈴木議員。  

鈴木議員  議第２５号に対する質疑を行います。  

 まず確認なんですが、議会に対しては、この問題に対して懲戒委員会でした

か、ちょっと名前が忘れた。が、開かれているという報告は、今、継続中だと

いう報告はあったと思うんですが、各新聞にこの結果が載せられまして、また

高橋彰議員からもありましたが、これ、確認ですが、これ、当時の社会教育課

長は停職１カ月と降格の分限処分ということで、まず確認していいのか。新聞

にそう掲載されたんですが、議会には確か継続中だという報告はあったと思う

のですが、最終報告はなかったと思いますので、その点を１点確認をしておき

たいと。広報にしてもちゃんと確認をしておきたいと思います。  

 それから、２点目の１０分の１が妥当かどうかという議論は横に置いておき

まして、教育長から申し入れがあって、こういう結果になったという話でした
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が、確か、教育長の任命が３年前の９月議会だったと記憶しています。そのと

きは、教育長の制度が変わりまして、それまでは教育長が教育委員の中から互

選をするという制度から、町長が任命することもできるということで、その年

度から確かそうなったと思うんですが、その９月に、町長の任命により現の教

育長が誕生したと。議会には同意が提案されたわけですが、そういう点でいき

ますと、国会ではありませんが、任命責任について町長がどう考えておられる

のか見解を求めます。  

伊藤町長  議長。  

北川議長  町長。  

伊藤町長  鈴木議員の質疑にお答えいたします。  

 任命責任ですけれども、しっかりと任命責任、私の方の責任、負うか負わん

かというのはその気持ちはありますし、ただ、教育長は大変厳しいということ

で、そういう、ありましたので、もしそれが法的にというのか、弁護士という

か、一般通念上受け入れられる場合だったら、私もそのような処分も考えまし

たが、その弁護士の話ではそこには及ばんだろうという話でしたので、私は、

これは教育長の任命責任に当たらないと。これは、次長におきましても、先ほ

ど文書訓告ということでありますし、それと分限処分も、この件というだけで

はありません。その後の、更生してしっかりと職務が遂行できているかという

ことは、議員の皆さんからでも、総務課長の方に相当なご意見もいただいて、

職員の規律上も、この状態ではいけないだろうということで、それは分限処分

はしたものでありまして、今までの、彼の懲罰、相当、数回とあります。弁護

士のというか、その懲戒審査会の委員の皆さん方も、「またか」というようなお

話もございました。そうすると、やはり厳しい態度で臨まないかんだろうとい

うことで、そういう形もありましたし、職員のみんなも彼のことを考えて、こ

の３月末まで、いろいろな形の中で彼に話をかけましたんですけれども、今後

まだ、定年まで続けるということでしたから、１つのけじめとして、行政とし

てつけたものでありますので、その点、ご理解だけよろしくお願いいたします。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

議  員  異議なし。  

北川議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 会議規則第３９条の規定により、議第２５号豊郷町特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案を、総務産業建設常任

委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。  
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議  員  なし。 

北川議長  異議なしと認めます。よって、議第２５号を総務産業建設常任委員会に付託

することに決しました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

 日程第１６、議第２６号豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例案を議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。  

伊藤町長  議第２６号豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例案についてご説明申し上げます。 

 国の職員の勤務時間、休日及び休暇の運用についての運用通知の一部改正に

より、勤務時間以外の時間における勤務について、規則で定めることを新たに

追加するものであります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは議案第２６号について質疑をいたします。  

 今まで残業時間が無制限だった。それを、法が変わって、私たちの町の職員

にもこれを当てはめるという改正だとお聞きしましたけれども、現実、仕事量

がこなせなくて、ほんとうに残業をしなければ仕事が立ちいかなくなる、そう

いう場合には規則で定めるらしいんですけれども、この規則はどんな感じにな

りそうなのかというのと、これは、まさか町役場職員、庁舎内だけの職員のこ

とではないと思うんです。例えば保育園、幼稚園の、私、経験がありますから

わかるんですけれども、子どもがいる間は目を離せません。だから実務的なこ

とはできません。すると、持ち帰りで必死で記録をとったりとか、そして何か

をつくるとか、そういうことをやっている現場の方々、今は幼稚園、保育園の

例を出しましたけれども、ほかの職場でも、ほんとうに勤務時間以外でこなせ

ない場合は残業せざるを得ないという、そういう場合にどのような手立てを打

とうとなさっているのか、教えてください。  

総務課長  議長。  

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  それでは高橋直子議員のご質疑にお答えしたいと思います。  

 今ほどおっしゃっていただきましたように、規則で定めるというふうに条例

改正をさせていただくことでございまして、その規則では年間３６０時間とい
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う限度を設けるものでございます。また、職員の所属いかんにかかわらず、全

職員を対象に３６０時間というものを基本的には設けるものでございます。  

 以上でございます。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。  

高橋直子議員  それでは再質疑をします。働き方改革で労働者の健康を守るという点では、

残業はできるだけせずに時間内で終わるというのが基本だと思います。それで、

幼稚園や保育園の現場の先生方にどんな勤務状況かとか、持ち帰りなどやってい

ないかとかを聞く手立てを打つというのは考えるか、考えないか、よろしくお願

いします。  

教 育 長  議長。  

北川議長  堤教育長。  

教 育 長  高橋直子議員の再質疑にお答えいたします。  

 幼稚園、保育園での勤務状況の把握ですが、現に小学校、中学校では勤務時

間の把握を毎月提出していただいています。保育園、幼稚園につきましても園

長を通じて、今後提出を求めていくようにしたいと考えております。  

 以上です。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

鈴木議員  議長。  

北川議長  鈴木議員。  

鈴木議員  議第２６号に対する質疑を行います。  

 １つは基本的な問題ですが、今回はこの超過勤務に関するのを規則で定める

ことができるというふうになったということですが、日本の法律順位でいいま

すと、１位が憲法、法律、条例、次が規則、こういう順番になります。条例ま

では議会の可決が要るのですが、規則は町長が定めることができますから、議

会の同意が要りませんから、ある意味、非常に、当該市町によっては、この規

則の中身がこれから変わってくるという可能性が、恣意的に運用すればできる

というふうに考えてしまうのですが、それが働く職員の皆さんにとってどうな

のかという基本的な疑問があるのですが、わかる範囲で結構なのですが、今回、

勤務時間等を条例から外して規則で定めるということになった背景とか理由が、

ご承知の範囲で教えていただければと。これは基本的な問題としてそういう矛

盾を感じて、日本国内の法順位からいって、むしろ格上げすべきじゃないかと

思うんですが、今回、格下げになるのが基本的な疑問を感じます。  

 ２点目は、具体的な問題でいいますと、今、例えば超過勤務は、今のこの条
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例で職員が申請をして、担当の管理職が許可の判子を押すというのが条例で定

めておられます。これを規則に変えるということになるんですが、そうすると、

現行の条例と新しくつくる規則とのかかわりですよね、文言の整理ですね、こ

の辺は具体的にどのように考えておられるのか、現時点で結構ですので説明を

お願いできればと思います。  

総務課長  議長。  

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  鈴木議員のご質疑にお答えしたいと思います。まず、現在までの条例では「任

命権者が勤務時間以外に勤務をせざるを得ないときには時間外勤務を命ずるこ

とができる」という文言だけでございましたので、上限がございませんでした。

その中で、民間ではいわゆる３６０時間という規定等がございまして、今回、

国の運用通知によりまして、公務員にも３６０時間というものを限度として設

けるものだということを規則に定めよという運用通知で、国の中で統一して通

達があったものでございますので、今までは任命権者が勤務時間以外の時間に

おいての勤務を命ずることができるというところを、さらに詳しく規則で定め

なさいよという運用通知が来たために設けさせていただいたというところでご

ざいますので、基本的には全市町村が全国的に、今回制定をしておるものだと

いうふうに理解をしておるところでございます。  

 以上でございます。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

北川議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 会議規則第３９条の規定により、議第２６号豊郷町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例案を総務産業建設常任委員会に付託したい

と思います。これにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。  

北川議長  異議なしと認めます。よって、議第２６号を総務産業建設常任委員会に付託

することに決しました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。  

 暫時休憩します。１０時４０分から再開したいと思います。  

（午前１０時２９分 休憩）  

（午前１０時３９分 再開）  

北川議長  それでは再開します。 

 日程第１７、議第２７号豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案を議題
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といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。 

伊藤町長  議第２７号、豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案についてご説明申

し上げます。  

 令和元年１０月からの消費税１０％への引き上げにあわせて、現在、第１段

階にのみ行われている介護保険料の軽減枠の拡大を目的に、介護保険法施行令

及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が交付

されました。これを受け、本町における介護保険料の軽減強化を行うため、所

要の改正を行うものであります。  

 主な改正内容としましては、改元に伴います元号の改正、第１段階の保険料

率を０ .４５から０ .３７５への引き下げ、第２段階の保険料率を０ .７か

ら０ .５７５への引き下げ、第３段階の保険料率を０ .７５から０ .７２５への引き

下げとなっております。なお、今回の引き下げに伴います年間の保険料額は第１

段階で５ ,８８０円、第２段階で９ ,７６８円、第３段階で１ ,９４４円の減額とな

ります。  

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。西澤博一議員。 

西澤博一議員  それでは、議第２７号について質疑をさせていただきます。 

 今、町長の方より説明がありました。一応、消費税１０％を引き上げるとい

う前提で、低所得者とか、第１段階、第２段階、第３段階が低所得者層に配慮

したものと受け取りました。あと、うちの介護保険の関係については、第１段

階から細分化されて１２段階になっていると思うんですけども、それ以外の方

に対しては低所得者でないという考え方のもとで、軽減措置がなかったのか。 

 もう１点、今年度、これは介護保険が再来年か、また改定された場合は、こ

の今の議第２７号については適用されるのか、その点についてどのようになる

のかお答えを願います。 

医療保険課長  議長。 

北川議長  西山医療保険課長。 

医療保険課長  それでは西澤議員のご質疑にお答えいたします。 

 今回の引き下げにつきましては、第１段階から第３段階までの引き下げとな

っておりますので、第４から第１２までの引き下げについては今回実施の方は

いたしません。こちらにつきましては低所得者という範疇の中で、国の方で第１
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から第３段階の段階が判定されたので、それを受けて本町の方も改正させてい

ただくものでございます。 

 また、消費税の増税にならなかった場合の話につきましては、あくまでも仮

定の話にはなるんですけれども、国の動向を踏まえて今後検討していきたいと

は考えてはおりますが、基本的に年金生活者の支援を行うという名目で現在下

げておりますので、これを今後やめます、引き上げますというのはなかなか難

しいのかなというのは現時点では思っておりますが、国の動向を踏まえて、今

後また、もし消費税が上がらなかった場合は検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

高橋直子議員  議長。 

北川議長  高橋直子議員。 

高橋直子議員  それでは質疑をさせていただきます。 

 この事業については消費税１０％を見込んでの計上となっています。そのこ

とはほんとうに、低所得者対策と言いながら、かえって消費税でね、増税にな

って大変な生活を強いられる低所得者にとって、こうやって数値で、少しは下

がるんかなという喜びを味わわせながら、でも、結局消費税について厳しい生

活が待っているという、そのことも含めまして、そのことを前提にして質問し

ます。先ほど、第１から第３までの該当者、おっしゃいましたけれども、何人

ぐらいが、どのくらいの、一人当たりどのくらい、総額でこうなるとかいうの

を詳しく説明してください。 

医療保険課長  議長。 

北川議長  西山医療保険課長。 

医療保険課長  それでは高橋直子議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

 １人当たりの保険料率の軽減につきましては、先ほどの町長の提案説明の方

にもありましたとおり、第１段階につきましては年額で５,８８０円、第２段階

につきましては年額で９,７６８円、第３段階につきましては年額で１,９４４

円となっております。人数につきましては、現在、今後条例可決後に本算定の

方を行うのですが、予算ベースで第１段階につきましては３５７名、第２段階

につきましては１７９名、第３段階は１４２名を予算ベースで見込んでおりま

す。 

 以上です。 

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 
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鈴木議員  議長。 

北川議長  鈴木議員。 

鈴木議員  １点だけ確認ですが、１０月からの消費税増税に合わせて改正ということで

したが、消費税、この財源は消費税の増税分をこの財源に充てるということで

いいんでしょうか、その点だけ確認だけです。 

医療保険課長  議長。 

北川議長  西山医療保険課長。 

医療保険課長  それでは鈴木議員のご質疑にお答えいたします。 

 消費税の引き上げの分の増税分が財源になるのかということですけども、地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律というのがありまして、平成２６年度に改正されているんですけれ

ども、その段階で介護保険法が改正されまして、消費税による公費を投入して

低所得者の保険料軽減強化の方を実施するとなっておりますので、今回の減額

分につきましては消費税の増税分が国の財源となるとは考えております。 

 以上です。 

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、議第２７号の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

鈴木議員  議長、反対討論。 

北川議長  討論の申し出があります。これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。鈴木議員。 

鈴木議員  議第２７号豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案に対する反対討論を

行います。 

 提案説明では、第１階層から第３階層の低所得者層の負担が軽減されるとい

う説明でありましたが、問題はその財源にあると思います。財源はこの１０月

に予定されている消費税１０％増税分が充てられるという説明でありましたが、

消費税は、これまで繰り返し主張してきたように、富裕層、お金持ちも、貧困

層、生活困窮者にも同じ税率がかかるという極めて不公正な税制であること。

また、１０％への消費税増税は、予定はされていますが、まだ決まってはおり

ません。最近では、内閣府や政府の中からも消費税増税に対する懸念の声が出

されるとともに、この時期に増税するべきではないという多くの国民の声、ま

た、経済学者や専門家の声も日に日に大きくなっています。よって、国民に更



1 － 32 

なる負担を強いる消費税１０％増税を前提とする、ごまかし、小手先の条例改

正には反対といたします。 

北川議長  次に、本案に対する賛成討論を許します。  

西澤博一議員  議長。  

北川議長  西澤博一議員。  

西澤博一議員  それでは、議第２７号について、豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例

案に対する賛成討論を行います。  

 今回の条例改正は、本年１０月の消費税１０％引き上げにあわせて、いわゆ

る低所得者への保険料の軽減強化が規定されております。これまで１段階まで

の軽減であったものが第３段階まで拡大されており、第１段階では年

額５ ,８８０円、第２段階では９ ,７６８円、第３段階では１ ,９４４円の減額とな

っております。低所得者層に配慮したものと思われることから、原案に対して

賛成といたします。加えて、８％の消費税に対しましては、国が６ .３％で地方

消費税が１ .７％、各自治体の中に消費税の還元があったと思われます。  

 以上について、賛成といたします。  

北川議長  ほかに討論はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  ないようですから、これをもって討論を終結します。  

 これより議第２７号豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案を採決いた

します。  

 賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、多数）  

北川議長  起立多数であります。よって、議第２７号は原案どおり可決されました。 

 日程第１８、議第２８号令和元年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）から、

日程第２２、議第３２号令和元年豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）まで

を一括議議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

北川議長  町長。 

伊藤町長  それでは、議第２８号から議第３２号までの補正予算について説明をいたし

ます。  

 まず、議第２８号令和元年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）につきまし

て説明を申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ５ ,０２９万７ ,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を４５億５ ,９５１
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万３ ,０００円とするものでございます。  

 歳入では、地方贈与税３３万円、国庫支出金１ ,８１７万４ ,０００円、県支出

金１ ,８６５万４ ,０００円、繰入金９２７万９ ,０００円、諸収入２５０万円、環

境性能割交付金１３６万円を追加するものでございます。  

 次に歳出では、議会費１万６ ,０００円、総務費２ ,４１８万円、民生費２ ,４９８

万９ ,０００円、衛生費３４万８ ,０００円、土木費４３８万６ ,０００円を追加し、

農林水産業費６０万３ ,０００円、教育費３０１万９ ,０００円を減額するもので

あります。  

 補正予算の主な内容を申し上げますと、歳入では款１３国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金について、プレミアム付き商品券事業費等に

係る補助金として１ ,５３４万６ ,０００円、款１４県支出金、項３県委託金、目１

総務費県委託金については、参議院議員通常選挙、市町村交付金８４８

万９ ,０００円であります。款１７繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金

繰入金では、今回の補正予算に伴います歳入不足額９２７万９ ,０００円を財政

調整基金から繰り入れにより一般財源に充てるものであります。  

 歳出では款１議会費から款１０教育費までの各目におけます節２給料、節３

職員手当等、節４共済費について、職員の異動等からの人事交流分の調整を行

いまして計上したものであります。また、款２総務費、項１総務管理費、目５

財産管理費では庁舎改築にかかります設計委託料として５０６万円、目６企画

費では商品券販売換金業務にかかる委託費等として１ ,５３４万８ ,０００円、

項４選挙費、目５８参議院議員通常選挙費として８４８万９ ,０００円、款３、

民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費ではシステム開発委託料で６８１

万５ ,０００円、款１０教育費、項４幼稚園費、目１幼稚園費、節１１需用費１７０

万円につきましては防犯カメラ修繕等を計上したものであります。  

 次に、議第２９号令和元年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）についてご説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４万５ ,０００円を減額し、

歳入歳出予算総額をそれぞれ８億１ ,８２２万８ ,０００円とするものでござい

ます。歳入では繰入金２４万５ ,０００円を減額するものであります。次に、歳

出では総務費２４万５ ,０００円を減額するものであります。  

 補正予算の内容を申し上げますと、歳入歳出とも職員の異動、人事異動等に

伴います人事交流分の調整を行い、給料、職員手当等、共済費について補正予

算計上したものであります。  

 次に、議第３０号令和元年度豊郷町下水道事業特別会計補正予算（第１号）
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についてご説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７万９ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算総額を３億２ ,７１５万８ ,０００円とするものであります。歳入の

内訳では、一般会計繰入金１７万９ ,０００円を増額するものであり、歳出の内

訳では、総務管理費１８９万１ ,０００円を減額し、公共下水道事業費２０７万

円を増額するものであります。主な内容は人事異動に伴う人件費の財源調整を

行うものであります。  

 次に、議第３１号令和元年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてご説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０８万５ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算総額をそれぞれ７億１ ,４６３万２ ,０００円とするものでござ

います。歳入では国庫支出金９１万３ ,０００円、繰入金５２４万８ ,０００円を

追加し、保険料を４０７万６ ,０００円減額するものであります。  

 次に、歳出では総務費２２６万６ ,０００円を追加し、地域支援事業費１８

万１ ,０００円を減額するものであります。  

 補正予算の主な内容を申し上げますと、歳入では５ページ、款１保険料、項１

介護保険料４０７万６ ,０００円の減額につきましては、消費税１０％への引き

上げにあわせた介護保険料の軽減強化に伴う減額でございます。また、５ペー

ジ、款３国庫支出金、項２国庫補助金９１万３ ,０００円の増額につきましては、

保険料軽減強化に伴うシステム改修、特定個人情報データ標準レイアウト改版

に伴うシステム改修及び介護報酬改定等に伴うシステム改修の追加によるもの

であります。また、款７繰入金、項１一般会計繰入金５２４万８ ,０００円の増

額につきましては、職員の給料、職員手当等、共済費分、各システム改修に伴

う一般会計負担分、及び介護保険料の軽減強化に伴う一般会計負担分の増額に

よるものであります。  

 次に歳出では６ページ、款１総務費、項１総務管理費２２６万４ ,０００円の

増額につきましては、人事異動に伴う職員の給料、職員手当等、共済費の増額

及びシステム改修の追加によるものであります。６ページから８ページにかけ

まして、款２、保険給付費につきましては介護保険料軽減強化に伴う財源更正

によるものであります。また８ページ、款３地域支援事業費、項１包括的支援

事業費１８万１ ,０００円の減額につきましては、職員の通勤経路の変更による

ものであります。  

 議第３２号、令和元年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。  
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 第２条記載の収益的支出の予定額は、既定の支出額２６６万４ ,０００円を増

額し、水道事業費用支出総額を２億４ ,６３０万８ ,０００円とし、取得した償却

資産の減価償却及び棚卸資産の除却を行うものであります。  

 以上、議第２８号から議第３２号まで一括して説明を申し上げましたので、

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

北川議長  これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑はありませんか。 

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。 

高橋直子議員  それではまず、第２８号について質疑をいたします。  

 ページ７、８で質疑します。国庫補助金におきましてプレミアム付き商品券

事務費補助金５３４万６ ,０００円、プレミアム付き商品券事業補助金１ ,０００

万円、そしてその下の特定感染症検査等事業補助金、これにつきましては事前

に担当課に問い合わせしましたら、風しんを受けていても免疫がちゃんとでき

てない世代があるそうで、その方々への補助金だということでした。これにつ

いては何名ほどが該当になるのか、他市町村にいる人にも、これは通用するの

かなど、どのように周知するのかを教えてください。  

 ８ページです。児童福祉費で子ども・子育て支援臨時交付金４１２万１ ,０００

円、この説明をお願いします。その上に、ごめんなさい、民生費の中の低所得

者保険料軽減負担金の説明もお願いします。  

 教育費におきまして、学ぶ力向上支援事業補助金５００万円、救急医療対策

事業補助金２万５ ,０００円の説明をお願いします。  

 次のページの、９ページですね、一般コミュニティ助成事業２５０万円がど

こなのか、そして環境性能割交付金１３６万円、これの説明をお願いします。  

 １０ページです。財産管理費の委託料で５０６万円、設計委託料とあります

けれども、これの具体的な内容、そして設計業者にきっと頼むんですよね、い

よいよ設計をしようということなんですけれども、この業者には、今、町が持

っている設計業の依頼をしている、受けますよという業者数と、何社ぐらいに

これを、声をかけようと思っているのかをお願いします。  

 企画費です。システム開発委託料、そして商品券販売、換金業務委託料、こ

れはプレミアムの関係かなと思うんですけれども、具体的に詳しくお願いしま

す。  

 地域づくり推進事業費の中の一般コミュニティ助成事業。これは先ほどのあ

れと一緒かな、同じでしたらあれです。同じ２５０万円ですね、これの説明を。

別々でしたら別々でお願いします。  
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 １２ページです。選挙費です。選挙公報配布御礼４万円とありますけども、

これは各自治会に配ってくださってありがとうという代金かなと思うんですけ

れども、未加入者にはどんな方法で配っておられるのか、その未加入者は何軒

ぐらい今、自治会への未加入者が何人ぐらいいらっしゃるのか教えてください。

そしてこれは配った方に直接支払われるのかどうか、お願いします。委託料に

いきます。ポスター掲示場設置委託料１７０万円です。これは業者数をお願い

します。  

 １４ページです。児童福祉総務費、システム開発委託料４１２万１ ,０００円、

保育士等人材紹介料緊急支援事業補助金、これは町独自とお聞きしていますけ

れども、参考にした自治体があるのか、この１００万円の根拠をお願いします。  

 続きまして１６ページです。道路橋梁費、測量設計委託料１６万円、これも

何社ぐらいに声をかけようとしているのか。  

 続きまして１８ページです。教育振興費で臨時講師が減額となっています。

説明をお願いします。  

 そして日栄小学校管理費におきまして、需用費、修繕料５６万２ ,０００円、

また、中学校費では４１万円の修繕料が出ています。説明してください。  

 続きまして第２９号です。５ページ、職員給与費等繰入金、これの具体的な

背景をお願いします。減額。そして７ページです。人事交流、この事業につい

ての説明を。  

伊藤町長  異動やで。 

高橋直子議員  異動における減額ということですか、今、お答えありがとうございます。は

い。  

 続きまして３０号です。４ページ、総務費の１８９万１ ,０００円、そしてこ

れも次のページで人件費分となっていますけれども、どのような形で支払われ

るのか、お願いします。  

 ６ページです。これは一般管理費の賃金で、臨時職員賃金とありますけれど

も、どのような職種を考えておられるのか、お願いします。  

 続きまして３１号です。４ページの保険給付費減額４０７万６ ,０００円、こ

れが何人分なのかお願いします。減額。そして当初見込みと比べてどのような

感じなのかを教えてください。  

 ５ページです。全て減額。  

 介護保険事業補助金につきまして、９１万３ ,０００円、これを説明してくだ

さい。同じページで低所得者の保険料軽減に要する費用、また、６ページの委

託料、システム開発委託料、これを説明してください。そして６ページの減額、
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これは何人ぐらいに該当するのか、この項目全てお願いします。  

 ３２号におきまして、２ページです。機械及び装置減価償却費、工具器具及

び備品減価償却費、そして仕切弁鉄蓋・仕切弁ＢＯＸなどの説明をお願いしま

す。  

 以上です。  

企画振興課長  議長。 

北川議長  清水企画振興課長。 

企画振興課長  それでは高橋直子議員のご質疑にお答えをします。  

 まず、一般会計の歳入７ページ、国庫支出金で総務費国庫支出金のプレミア

ム商品券関連ですけれども、上の事務費補助金というのはプレミアム商品券に

関連する事務費でございます。その下の事業費補助金というのは、プレミアム

分が補助金として来る分でございます。  

 次に、９ページの諸収入の雑入の一般コミュニティ助成事業ですけれども、

これは三ツ池区で太鼓を更新されるということで採択をされましたので、今回

計上しております。  

 次に１０ページ、歳出ですけれども、歳出の企画費の１３委託料の商品券販

売換金業務委託料につきましては、商工会さんにお願いをいたしまして、商品

券の販売と換金をしていただく手数料と、それから先ほど、歳入の方でもご説

明しましたプレミアム分もあわせてお支払いしないと換金をできないものです

から、その分１ ,０００万円もプレミアム分ということで計上しております。  

 以上です。  

総務課長  議長。 

北川議長  北川総務課長。  

総務課長  まず、私の方からは９ページでございます。環境性能割交付金につきまして

ご説明をさせていただきます。環境性能割交付金と申しますのは、自動車取得

税の負担感を緩和するために、この１０月から来年９月までの取得した自家用

車に環境性能割ということで、税率を１％下げられます。その分で、地方税の

減収する分を国から交付されるという部分でございます。その交付金でござい

ます。  

 また、設計委託料の関係でございます。１０ページでございます。この委託

料５０６万円の関係につきましては、設計業者は１社でございます。  

 また、参議院の選挙の関係でございますが、１２ページの参議院の関係でご

ざいます。配布にかかりますお礼は、これは各区長様１世帯２０円の配布枚数

ということでしておりますし、区に入っておられないところにつきましては、
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現在把握をしておりませんので、それと個人にその分を払うというわけではご

ざいませんので、ご理解のほどお願いしたいということでございます。また、

ポスターの委託につきましては、町内業者は現在４社ございますので、そこで

の入札ということになると考えております。  

 以上でございます。  

教育次長  議長。 

北川議長  馬場教育次長。 

教育次長  それでは、私の方からは高橋直子議員の８ページ、款１４県支出金、項２県

補助金の子ども・子育て支援臨時交付金とはということで、こちらにつきまし

ては幼児教育無償化対応にかかるシステム開発の委託補助でございまして、同

額で１４ページの１３委託料で、歳出の部で上げさせていただいております。  

 その下の５０２万５ ,０００円につきましては、まず、そのうちの５００万に

つきましては充て指導主事の人件費でございます。あと２万５ ,０００円につき

ましては、小学校がフローティングスクールに参加されるときに、当該学校に

は養護教諭の先生がおられませんので、その分の派遣費ということでございま

す。  

 １４ページの目１、児童福祉総務費の節１９負担金及び交付金の１００万円

の情報はどこからかということですけれども、これは民間保育所からの情報で

ございます。  

 １８ページの目３、教育振興費の報酬費の減額につきましては、当初７名の

臨時講師の報酬費を見ていただいていたのですが、１日フルで働いていただけ

るという方が見つかりませんでした。しかし、１日５時間の方、１日２時間の

方という方が見つかりましたので、それを賃金で計上させていただいたもので

す。  

 次に、１８ページ下の需用費の５６万２ ,０００円につきましては、こちらは

日栄のさとの方で漏電が発生しましたので、それの修繕に伴うものでございま

す。その下の中学校の修繕料につきましては受水槽の弁を取りかえるための修

繕費でございます。  

 以上です。  

医療保険課長  議長。 

北川議長  西山医療保険課長。 

医療保険課長  それでは高橋直子議員のご質疑にお答えいたします。  

 まず、議第２８号補正予算（第２号）の方の７ページ、特定感染症の補助金

につきましては、周知の方につきましては、受診券の送付の方をさせていただ
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きたいと思っております。人数につきましては、対象者が約８４０名で、今年

度の通知対象が約４１０名、転入転出の増減がありますので、今現在はその分

で見込んでおるところです。  

 続いて８ページ、低所得者保険料軽減負担金につきましては、こちらの方に

は県の４分の１、今回、先ほど可決いただきました条例の軽減に対する県の負

担分の４分の１となっております。  

 続きまして、議第２９号、国民健康保険の特別会計補正予算の５ページ、職

員の繰り入れの内容につきましては、６ページの歳出の方でありますとおり、

給与の減額、職員手当の増額、共済費の減額に合わせて一般会計からの繰り入

れを減らしたものとなります。こちらにつきましては人事異動で給料、給与表

の違う方の異動がありましたので、その分の増減となっております。  

 続きまして、議第３１号介護保険事業特別会計補正予算の４ページの減額に

つきましては、先ほど条例改正の方を通していただきました減額について、介

護保険料の方の減額をさせていただきますので、その分、一般会計から補塡さ

せていただく４０７万６ ,０００円の財源更正の組み換えとなっております。ま

ず、５ページの減額の人数につきましては先ほども申し上げましたとおり、第１

段階につきましては３５７名、第２段階につきましては１７９名、第３段階に

つきましては１４２名の計６７８人の軽減人数となっております。  

 続きまして、項３国庫支出金、国庫補助金の介護保険事業費補助金につきま

しては、後ほど説明させていただきますが、システム改修の国庫補助の負担分

となっております。今回の保険料軽減対策強化の分で１０分の１０の３４

万２ ,０００円、特定個人情報データ標準レイアウト改版対応業務として、これ

の６０万円の３分の２の補助率の４０万円、今年度１０月に予定されておりま

す介護報酬の改定に伴う改修対応の３４万２ ,０００円の２分の１として１７

万１ ,０００円の合計９１万３ ,０００円となっております。システム開発委託料

につきましては先ほど説明させていただきましたとおり、低所得者から介護報

酬と改定の部分のシステム改修となっております。  

 ７ページ以降の財源更正の組み換えにつきましては、介護保険料の減額の方

をさせていただいておりますので、その分減額したものを一般会計からの繰り

入れで補塡をしますので、その他の減額と一般財源の増がイコールとなってお

りますので、よろしくお願いします。  

 以上です。  

地域整備課長  議長。 

北川議長  山田地域整備課長。 
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地域整備課長  高橋直子議員の質疑にお答えいたします。 

 補正予算の１６ページ、測量設計委託料、何社に声をかけるかということな

んですが、今のところ３社を予定しております。 

上下水道課長  議長。 

北川議長  森本上下水道課長。 

上下水道課長  それでは高橋直子議員のご質疑にお答えをいたします。 

 まず、議第３０号の下水道事業特別会計補正予算（第１号）の方からご説明

をいたします。ご質問いただいております４ページの補正額がマイナス１８９

万１,０００円の内容ということですけども、６ページをごらんいただきますと、

歳出のところで、これにつきましては人事異動によります人件費の減少に伴う

ものでございます。それと、臨時職員さんの支払い方法というふうにお聞きを

したんですが、これにつきましては月約二十日間来ていただきまして、月額で

約１４万円という額で支払いの予定をしております。 

 次に、議第３２号の豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）についてご説明

をいたします。 

 ２ページの支出のところでございますけども、これにつきましてはご承知い

ただいていますとおり、平成２９年４月１日から旧簡易水道事業から今現在の

水道事業に移行しております。この際に会計方式が変わりまして、単式簿記か

ら複式簿記に変わっているといったことから、一般会計と経理方法は異なって

おりますけれども、有形固定資産の減価償却費の機械及び装置、減価償却費に

つきましては、主な内容としては浄水場の機器更新をしたものということでご

ざいます。そしてもう１点の工具・器具及び備品の減価償却費でございますけ

れども、これにつきましては、同じく浄水場の関係なんですけども、データ解

析用のクライアントＰＣなどになっております。 

 それともう１点、棚卸資産減耗費でございますけれども、これにつきまして

は貯蔵資産の減少ということで、いわゆる材料を使ったということでございま

す。そのため仕切弁のふたと仕切弁ＢＯＸを使用によりまして、試算の減少と

捉えるもので費用計上したものでございます。 

 以上でございます。 

北川議長  ほかに質疑はございませんか。 

鈴木議員  議長。 

北川議長  鈴木議員。 

鈴木議員  議第２８号、１点だけ質疑をさせていただきます。  

 １０ページの財産管理、先ほど提案説明で、この設計委託料は庁舎の設計委
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託料だというご説明がありました。それで、５０６万円というきっちりとした

数字が提案をされていますので、積算根拠だけ説明をお願いできればと思いま

す。  

総務課長  議長。 

北川議長  北川総務課長。 

総務課長  それでは鈴木議員のご質疑にお答えしたいと思います。  

 積算の根拠でございますけれども、今日の町長の挨拶にもございましたよう

に、早急に庁舎の改修に向けまして、最終の内容については以前にもご説明さ

せていただきましたように、職員の障がい者対応と、また、それぞれ議会・議

場の関係等もございまして、最終の設計内容の変更、また、今現在の設計書の

中から、今の、現状の設計に変更する部分について、当初、今までの枠の中、

今までの発生した金額の中でしてほしいというものを申し上げたのですが、業

者との交渉の中で、今現在の最終の設計書を上げるまでの後の経費として、マ

ックスでこれだけ要るというような形、これ以上は支払わないというような協

議の中での設計の金額でございますので、議決をいただいた暁には、また詳細

なる金額なりで契約をする予定をしておるところでございます。  

 以上でございます。  

北川議長  ほかに質疑はありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 会議規則第３９条の規定により、議第２８号令和元年度豊郷町一般会計補正

予算（第２号）を予算決算常任委員会に。議第２９号令和元年度豊郷町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）及び議第３１号令和元年度豊郷介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）を文教民生常任委員会に、議第３０号令和

元年度豊郷町下水道事業特別会計補正予算（第１号）及び議第３２号令和元年

度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）を総務産業建設常任委員会に付託を

したいと思います。これにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

北川議長  ご異議なしと認めます。よって、議第２８号を予算決算常任委員会に、議

第２９号及び議第３１号を文教民生常任委員会に、議第３０号及び議第３２号

を総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。  

 暫時休憩いたします。なお、予算決算常任委員会委員長が現在不在でありま
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すので、暫時休憩の間に予算決算常任委員会を開催され、委員長の選任をお願

いいたします。委員の方は議員控室へお集まりください。そのほかの方は自席

でお待ちください。  

 再開は１１時４０分とします。  

（午前１１時３０分 休憩）  

（午前１１時３９分 再開）  

北川議長  それでは再開いたします。 

 予算決算常任委員会委員長が互選されました。 

 お諮りいたします。 

 諸般の報告、予算決算常任委員会委員長の互選の結果報告を日程に追加し、

日程第２３とし、議題とすることにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。  

北川議長  異議なしと認め、よって諸般の報告、予算決算常任委員会委員長の互選の結

果報告を日程に追加し、日程第２３とし、議第とすることに決定いたしました。 

 ただいまより、事務局より日程を配付させます。 

事務局長  （日程配付）  

北川議長  配付漏れはありませんか。 

議  員  なし。 

北川議長  日程第２３、諸般の報告。予算決算常任委員会委員長の互選の結果報告を議

題といたします。予算決算常任委員会委員長互選の結果、高橋彰君であります、

よろしくお願いいたします。 

 ただいま、議会広報常任委員会委員が欠員となっております。よって、議会

広報常任委員会委員の選任の件を日程に追加し、日程第２４とし、日程第２４

とし、議題といたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

北川議長  異議なしと認め、よって議会広報常任委員会委員の選任の件を日程に追加し、

日程第２４とし、議題とすることに決定いたしました。  

 ただいまより、事務局より日程を配付させます。 

事務局長  （日程配付）  

北川議長  お諮りいたします。 

 日程第２４、議会広報常任委員会委員の選任の件を議題といたします。議会

広報常任委員会委員の選任ついては、委員会条例第７条第４項の規定により、

お手元に配付されました名簿のとおり指名したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。  
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議  員  異議なし。  

北川議長  異議なしと認めます。したがって、議会広報常任委員会委員はお手元に配付

しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。  

 ただいま、議会運営委員会委員が欠員となっております。よって、議会運営

委員会委員の選任の件を日程に追加し、日程第２５として議題といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。 

北川議長  異議なしと認め、よって、議会運営委員会委員の選任の件を日程に追加し、

日程第２５として議題とすることに決定いたしました。  

 ただいまより、事務局に日程を配付させます。 

事務局長  （日程配付）  

北川議長  お諮りいたします。 

 日程第２５、議会運営委員会委員の選任の件を議題といたします。議会運営

委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、お手元

に配付されました名簿のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

議  員  異議なし。  

北川議長  ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員はお手元に配付さ

れました名簿のとおり選任することに決定いたしました。  

 今期定例会において、本日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表

のとおりであります。  

 日程第２６、請願第２号「消費税増税は中止」の意見書提出を求める請願書

を議題といたします。  

 紹介議員である高橋直子議員の説明を求めます。  

高橋直子議員  議長。  

北川議長  高橋直子議員。 

高橋直子議員  それでは、「消費税増税は中止」の意見書提出を求める請願書につきまして、

本請願書を読む形で説明したいと思います。  

 請願趣旨、２０１９年１０月の消費税１０％実施の中止を求めることについ

ての意見書採択を求めます。  

 請願理由、２０１４年４月、消費税が８％に増税されて以降、個人消費を含

むあらゆる経済指標が落ち込んでいます。１月から３月のＧＤＰがプラスとの

報道もされていますが、輸入減がその要因になっています。  

 消費税は中小業者にとって、能力以上の税負担を強いられています。実際に、
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売り上げ規模が小さな小規模事業者ほど消費税を転嫁できず、６４％が転嫁で

きていないという結果が出ています。（２０１１年、日本商工会議所等の実態調

査）。滞納に陥っている課税事業者は１８％、５人強に１人であり、負担能力を

大きく超えた税制と言わざるを得ません。  

 安倍首相の側近である萩生田光一・自民党幹事長代行は、「１０月の消費税増

税について、延期もあり得る」との考えを示しました。消費税１０％は、今か

らでも中止できる制度であり、消費者である町民の中にも、「消費税が上がって

も、これ以上節約するところがない、困る」の声があふれています。地方自治

体におかれましても、増税に伴い町民の皆さんがこうむる影響は大きいと憂慮

されています。また、彦根市では、「消費税増税になれば費用が大きくなるから」

と、４月からの公共施設の利用料などを値上げしています。  

 世界経済は今、米中の貿易戦争の激化により減速しています。日本では内閣

府の３月の景気動向指数の景況判断は、景気後退の可能性の高いことを示す「悪

化」に下方修正されました。こんな中、消費税を１０％に上げることに関して、

海外メディアからは、首を絞める行為と忠告されています。  

 今、１０％に増税すれば、回復できない重い不況に陥り、中小業者や労働者

や高齢者を生活不安に追い込むことになります。景気の先が見えないこの状況

下、１０月の１０％増税中止の意見書を、国に提出していただきますようお願

いします。  

 ２０１９年５月２０日付、請願団体、彦根民主商工会、代表者、会長、大久

保信夫、住所、彦根市小泉町６７３の３、豊郷町議会議長、北川和利殿。  

 町民の中に、私たち入り込んで、いろいろお声聞いてますけれども、ほんと

うに皆さん深刻に、このままいったらほんまに生活できひん、こういうお声を

たくさん聞いています。アンケートをとっても７割の方が反対、止めてくれと

いうことをおっしゃっていますので、議員諸氏のご賛同をぜひよろしくお願い

いたします。  

北川議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。 

北川議長  ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  

 ただいま議題となっています請願第２号は、会議規則第９２条の規定により、

総務産業建設常任委員会に付託することにいたしました。ご審議のほど、よろ

しくお願いいたします。  

 日程第２７、発議第２号議員派遣の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。  
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 発議第２号議員派遣については、議員が議会を代表し、一部や全員で研修や

会議に参加する場合には議会の議決が必要ですので、提案するものであります。

お手元に配付の議員派遣の件のとおり実施したいと思っております。これにご

異議ありませんか。  

議  員  異議なし。  

北川議長  異議なしと認めます。したがって、発議第２号議員派遣の件については、お

手元に配付しましたとおり派遣することに決定いたしました。  

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本定例会会期中の日程は、お手元に配付の日程表のとおり審議されるよう、

よろしくお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時５３分 散会）  

 


